
はじめに

感覚障害である視覚障害は、感覚を補う補助具の活用、

歩行・日常生活の技術の訓練の他、読み書きのための点字

やコンピュータ等の活用は学習や発達を支援するための前

提となるものである。我が国ではこれらの技能や技術につ

いての指導は盲学校や弱視特殊学級・通級指導教室で通常

の教科学習に加えて自立活動の時間等において行われてい

る。近年、障害児の学習の場が多様化が進み、視覚障害児

も通常の学級に在籍して学習しいく可能性がでてきてい

る。このことはもちろん、どの場で教育を受けてもそれぞ

れの子ども達のニーズを満たすための取り組みがなされる

ことが前提となって行われているもので、多様な取り組み

がおこなわれている。だが、視覚障害のある乳幼児や子ど

も達は他の障害にくらべて人数が少ない。したがって学習

の場の多様化に伴って広汎にさまざまな教育の場に視覚障

害のある乳幼児や子ども達が点在することが予想される。

この場合、前述のような障害に特化した技術や技能の学習

の機会を彼らにどのように提供していくかが課題となって

いる。

筆者は、文部科学省の在外研究員としてニューヨーク州

ニューヨーク市にあるLighthouse International のArlene

R. Gordon Research Instituteに滞在する機会を得、

Lighthouseが開発中のプロダクトに関する研究活動に参加

しながら、Lighthouseで行われる視覚障害児へのさま

ざまな活動について触れる機会をもった。

IDEA（Individual with Disabilities Education Act：個別

害児教育法）によって、最も制約の少ない教育環境を保証

すること（Least Restrictive Environment:LRE）としてい

るアメリカでは通常の学級に視覚障害のある子どもたちが

多く在籍している。また、教育以外の機関でも障害児への

様々なサポートの形態をもっている国である。その国の中

で、Nonprofit Organization（NPO）であり世界の視覚障

害者のために活動をしているLighthouse International が

教育との関係のなかでどのような役割をになっているかと

いうことは、今後の我が国の特殊教育をすすめていく上で

参考になることである。ここでは、教育機関ではない視覚

障害児をサポートする機関が教育との連携のなかでどのよ

うな役割を持つ可能性があるか、その１つの例として

Lighthouse Internationalが我々がに示唆することを考えて

いきたい。

1.  Lighthouse International

Lighthouse International（以下ライトハウス）は1904年

に創設された視覚障害者を対象としたリハビリテーショ

ン、教育、啓発活動を行うNPO機関である。"○○ライト

ハウス"という名称の視覚障害関係機関は世界各地にいく

つかある。ライトハウスとこれらの機関は経営的な関係は

ないが同じ視覚障害を対象とした機関ということで積極的

に連携をおこなっている。ライトハウスにも日本ライトハ

ウスからの訪問の記録などがのこっていたし、アメリカ国

内の同様の機関の交流が随時おこなわれていた。所在地は

ニューヨークマンハッタンのミッドタウンとアッパーイー

ストの間にありかなり条件のいい場所である。本部ビルデ

ィングはADA法（Americans with Disabilities Act）に基

づいて建設されており障害者に対応した様々な工夫がさ

れ、施設そのものがバリアフリー建築の一つのモデルとな

っている。

ライトハウスが行っている事業は多岐にわたっている。

中途視覚障害者のリハビリテーションだけでなく

advocacy, サービス提供者の育成・教育、学齢期の子ども

達への支援サービス、乳幼児への教育、視覚障害に関する

研究・製品開発また国際協力なども行っている。これらの

事業についてはライトハウスのミッションとして明確に位

置付けられている。我が国のこのような機関は厚生労働省

管轄であることや学齢の子ども達は特殊教育のサービスを

うけていることから、中途視覚障害者を対象としたサービ

スが中心になる。ライトハウスが学齢期を含めた乳幼児か

ら老人までを対象としたサービスを中途視覚障害者へのサ

ービスと同列にあつかっている点は、我が国の同様な機関

との違いである。

2.  ライトハウスの活動とミッション

ライトハウスは1994年に設立当初からのミッションを再
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確認し設立当初から持つづ付けた理念をさらに明確にし、

『To overcome vision impairment for people of all ages

through worldwide leadership in rehabilitation services,

education , research , prevention and advocacy.』として

いる。このミッションは世界の視覚障害のある人々の為に

活動するとして、視覚障害についてのリハビリテーショ

ン・教育・研究・advocacyをアメリカだけでなく世界の

リーダーシップをとることをかかげている。このミッショ

ンを反映して、ライトハウスではInternational Low vision

conference " Vision'99"の開催や開発途上国での視覚障害リ

ハビリテーションのサポートなど国際的な活動を積極的に

行なっている。ライトハウスにくる研修者は国内だけでな

く、同様の機関をつくろうと考えているさまざまな国の機

関の職員、新たにロービジョンクリニックを始めようとし

ている医師やオプトメトリスト*がライトハウスのスタイ

ルを学ぶために滞在していた。私が所属した研究部門では

積極的に他国からのリサーチレジデントをうけいれ国際交

流をはかっていた。さらに、こうした諸外国からの研修者

や見学者、研究者を活用してLearning exchangeとして講

演や研究報告会（これらの多くはランチタイムにわりとカ

ジュアルな形でおこなわれていた。）を依頼し、積極的に

お互いの情報を交換する場を設けていた。ライトハウスは

internationalという名のとおり国際的に活動している機関

であり、世界の人々にたいして開かれた機関である。

3.  Lighthouse Internationalで行われている　
サービス

ライトハウスが提供しているサービスは多岐にわたって

いる。成人を対象としたサービスは生活自立のためのリハ

ビリテーションサービスが中心である。我が国と同じよう

に視覚障害者の人口は老人が多くを占めている。そのため、

ライトハウスの利用者の殆どは高齢の中途視覚障害者であ

る。ライトハウスにはオプトメトリストによるロービジョ

ンクリニックがあり、リハビリテーションサービスをうけ

るまえには必ず医学的なチェックやロービジョンケアの前

提となる諸検査が行われる。学齢期および学齢前の子ども

については、余暇活動、学習支援、乳幼児からの早期対応

がおこなわれている。余暇活動としては、音楽教室やサマ

ースクール、学習支援としてはパソコンの使用や図書館の

利用がある。また、本部２階にはプレイルームや屋外テラ

スのある６才までの乳幼児を対象としたプレスクールがあ

る。ここではIEPをもっている単一および視覚障害が主た

る障害の重複障害児と健常児が一緒に学んでいる。

また、サービスの提供だけではなく視覚障害者にサービ

スを提供する側の育成・教育にも力をいれている。視覚障

害に関する講座は有料であるにもかかわらず多くのパラメ

ディカル、医師、オプトメトリストが受講していた。内容

も豊富で、補助具についての理論的な講座からサービスの

マネジメントに関する講座などサービスの提供に関する広

い範囲の内容の講座が設けられている。さらに、開発途上

国における視覚障害リハビリテーションの発展の支援のた

めのプログラムも行っている。

3. 1.  リハビリテーションサービス

ライトハウスの利用者は他のクリニックに主治医がいて

も、利用者はかならずライトハウスのロービジョンクリニ

ックを受診する。これは、自分達のサービスに責任をもつ

ためであるという説明を受けた。ロービジョンクリニック

は成人はもちろん乳幼児のサービスも行っており、乳幼児

専門のオプトメトリスがロービジョンケアを担当してい

る。このサービスは後述するプレスクールにいる幼児のサ

ポートも行っていた。利用者はロービジョンクリニックに

よって視機能の検査を行ったあと、必要な補助具の選定と

その使用のトレーニングを受ける。こうした基本的なロー

ビジョンケアの他にリハビリテーションサービスとして、

読み書きや調理などの日常生活や歩行訓練、コンピュータ

使用の訓練などが個人のニーズに応じて行われる。点字の

訓練も行われているが、利用者が高齢者であることやロー

ビジョンが多くなっていることからコンピュータなど他の

アシスティブテクノロージによって読み書きを補助してい

ることが多いとのことだった。特徴的なことは、日本にお

ける視覚障害者リハビリテーション施設の訓練メニューは

全盲者を中心に組まれていることが多いが、ライトハウス

は全盲者だけでなく増加しているロービジョンに対応した

訓練が充実している点である。日常生活訓練では、ロービ

ジョンの見やすさに対応したキッチンがあり（扉と取って

のコントラストをはっきりさせ見やすくするなど）ロービ

ジョンが使いやすいように視覚的に配慮された道具によっ

て料理の実習ができる設備などもある。また、コンピュー

タについても音声だけでなく拡大ソフトウェアを使用して

コンピュータの使い方が実習できるコンピュータ室などが

ある。歩行やその他の訓練も利用者がロービジョンである

ことを前提に考えられているものが多くあった。

3. 2.  教育研修サービス　

視覚障害に関するサービスを提供している人を対象に技

術／理論の双方からの講座を有料でおこなっている。この

講座は、受講者の資格（医師、オプトメトリスト、歩行訓

練士など）によって、受講できる講座が決まっているが視

覚障害者へのサービスを行っている機関に従事している人

ならほとんどを受講できる。滞在中にいくつかの講座を受

講したが、基礎的知識があることを前提とした講座でハイ

レベル（大学院修士課程レベルと思われる）の内容が用意
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されていた。講師もライトハウスの職員（Ph.D.所有者）

だけでなくニューヨーク州立大学のオプトメトリス養成大

学や医学部の教授であった。講座は内容によって１日から

５日間程度で、必ず理論とディスカッション、実技の時間

が組まれている。受講者はアメリカ国内だけでなく諸外国

からも訪れていた。

3. 3.  図書館

点字／音声図書の貸し出し／朗読サービス

図書館では録音図書や点字図書の貸し出しのほかにボラ

ンティアによる朗読サービスが行われている。朗読サービ

スは、書物および学生の教科書や手紙など利用者の要望に

応じてボランティアが代読するものである。防音設備のあ

るブースがもうけられていて、読まれている内容は外にも

れないようになっている。また、プライバシーを守るため

にボランティアはライトハウスの研修を受けたひとが行っ

ている。貸し出される図書の多くは録音されたものであっ

たが、拡大文字の図書や雑誌も多くみられた。雑誌の中に

は本誌を拡大文字で印刷したものが発売と動同時に販売さ

れているとのことだった。老人の人口が増えていることか

ら拡大文字版の出版には雑誌社にもメリットがあるという

ことだった。

3. 4.   余暇活動のサービス（音楽教室など）

・音楽教室

ピアノや弦楽器／管楽器などを視覚障害児を対象にレッ

スンをおこなっている。貸し出し用の楽器が用意されてい

て楽器を買うまで借りることができるサービスがある。レ

ッスン室は日本のちょっとした音楽教室以上に充実してい

た。ここのオーケストラは年に何回かライトハスウ内にあ

るホールで演奏会をひらいている。

・ダンススタジオ

音楽教室と同じフロアに、大きな鏡がついているダンス

スタジオがある。この鏡は視力が低くても自分がダンスを

している姿を確認できるように、大きくうつるように作ら

れている。

3. 5.  子ども達のためのサービス

視覚障害児は人数が少ないため、通常学級に在籍してい

ると自分と同じ障害のある友達に出逢う機会が少なく孤立

感を得やすい。ライトハウスではニューヨーク州の盲人お

よび視覚障害者のための委員会（the New York State

commission for the Blind and Visually handicapped:

CBVH）からの助成で夏休みのあいだにサマープログラム

を開催している。このプログラムは比較的年長の子ども達

を対象とした1）Youth  Transition Program 2）Youth

Employment Program と4年生から8年生の子ども達を対

象とした3）Camp Breakaway, 視覚障害だけでなく視覚障

害と発達の遅れのある子ども達を対象とした5）Career

Training がある。どのプログラムも、学校教育終了後に

社会に出ていく準備と心理的なサポートを基本としてい

る。学校教育の枠組みでは行えない部分をこのサマープロ

グラムでになっている。

1)  Youth  Transition Program :

14才から18才の子ども達を対象に、合宿形式でおこなわ

れ大学や就職への準備を行うプログラムである。コンピュ

ータや視覚障害に対応した機器の活用を学ぶだけでなく、

プログラムをとおして自分自信の能力に自信をもちアイデ

ンティティを形成することを支援の目的としている。

2）Youth Employment Program：

このプログラムは、視覚障害のある子ども達が地域でア

ルバイトの経験をとおして、将来の就労について具体的な

プランをもつことを支援するものである。

３）Camp Breakaway:

4年生から8年生（9才から12才）を対象とした読み書き

に関するプログラムである。このプログラムの最大の特徴

は視覚障害のある子ども達と同じ学校の視覚障害のない友

だちが一緒に参加することである。障害の有無にかかわら

ず一緒に視覚障害に対応した読み書き（点字や拡大文字な

どの読み書き）を学習し最後には読んだ本の物語りを劇に

おこして演じることになる。このプログラムについては、

ニューヨーク市の教育委員会と共同で行われている。

４）Career Training 

就労に向けてのトレーニングの一つとして、社会活動、

芸術活動などの余暇活動などについてのプログラムであ

る。このプログラムは発達におくれのある視覚障害児も対

象としている。

3. 6.  乳幼児の就学前指導

視覚障害および重複障害のある子ども達と障害のない子

ども達の就学前指導がおこなわれている。特殊教育の資格

をもった教員、ST.、PT.、OT.、オプトメトリスト、補助

教員などの専門職が配置されている。また、スペイン語を

話す子ども達のためにESL担当者が配置されている。教職

免許のある教員だけでなくさまざまな専門職が係わってい

る点は日本の盲学校の幼稚部と異なる点である。また、こ

のサービスはニューヨーク市がおこなっている視覚障害児

のearly interventionのサービスとも連携がとられていた。

我が国の盲学校では視反応がない重度重複障害の子ども達

が在籍していることがあるが、在籍していた重複障害児は

視覚障害が主たる障害で、肢体不自由があったり知的障害

がある子ども達であった。
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3. 7.  研　究　

研究部門は、視覚研究の部門と社会学／心理学をベース

とした研究を行っている部門にわかれている。視覚研究の

部門では、ライトハウスのプロダクト開発などの視覚障害

に関連した基礎研究などが行われている。我が国では視覚

障害については応用研究が中心とされライトハウスのよう

なサービス機関においては基礎研究があまり盛んではない

が、ここでは一つの部門を設けてかなり力をいれていた。

基礎研究というと臨床からかけ離れた印象をもたれがちで

あるが、ライトハウスで行われている基礎研究は視覚障害

者に対応した製品や臨床応用を最終的な目的として設定さ

れている。例えば、ロービジョンの場合コントラストの強

調や読みやすい文字フォントの使用は読書の効率をよくす

る。コントラスト感度をより簡便に迅速に測定し補助具の

選定に結びつけるか、どのような字体を使用すれば読速度

が向上するかなどについて基礎データを実験で収集し、

vision sceinceの観点から分析を行い応用へ結び付けてい

る。また、アメリカならではの研究としては、視覚障害者

の自動車運転についての研究がああった。日本では、視覚

障害があると運転は即座にあきらめることになるが、国土

が広大で自動車社会のアメリカでは運転ができないという

ことは本人の生活の質をかなり下げる。そのため州によっ

て基準をもうけ、ある程度の視野欠損や視力低下であれば

運転免許がとれることになっている。どの程度の視力低下

や視野の欠損ならば自動車の運転について危険が回避でき

るかなどについてもシミュレータをつかってデータをとり

臨床応用へ基礎資料を作成する。社会学／心理学の研究部

門では、障害受容につての研究やライトハウスで提供され

ているサービスが利用者のニーズに対応し有効であったか

を評価する研究などが行われている。

研究の成果は学会報告や論文作成の他に各プロジェクト

毎にわかりやすい一般向けに書き換えられた簡単なパンフ

レット（小さく2～３ページにまとめられ内容を端的にデ

ザイン化し分かりやすくしてある）も作られ研究成果の一

般普及に努めている。また、1年1回ライトハウスのボード

メンバーにたいして研究成果と進行中のプロジェクトにつ

いてプレゼンテイションすることも義務づけらている。こ

うした外部からの評価と前述した施設の評価を自らの研究

機関によって行う自己評価の2本だてて研究やサービスの

質を向上させ利用者のニーズに対応した研究活動を推進し

ている。

4.  ビルディングデザイン

前 述 し た よ う に こ の ビ ル デ ィ ン グ は A D A 法

（Americans with Disabilities Act）に従って建設されてい

る。ライトハウスは視覚障害者を対象とした施設であるこ

とから特に視覚障害に対応したユニバーサルデザインを採

用している。ライトハウスは自らのビルディングをもって

ユニバーサルデザインとはなにか、というモデルを示して

いるのである。このビルディングは健常者のみならず弱視

者／全盲者にも使いやすく美しい建物となっている。視覚

障害に対応したデザインとしては、照明や音響に配慮があ

り視覚以外の感覚をつかって移動したり自分の所在地がわ

かるデザインになっている。また、案内表示もいくつかの

パターンが用意されていて、どの人にも同じ情報がアクセ

スできるようになっている。

配慮の基準は、全盲者には視覚以外の感覚（聴覚／触覚）

の活用へ配慮、ロービジョン者には見やすさへの配慮がさ

れている。そして、これらの２種の配慮が行われることで

重度のロービジョンへ者はある時は聴覚と触覚、ある場面

では視覚を活用するという使いわけが可能になり、あらゆ

るタイプの視覚障害者に配慮できることになっている。ま

た、視覚障害があることで施設の利用でもっとも困難なこ

とは自分がどこにいてどうやったら目的地にいかれるかと

いうオリエンテーション＆モビリティの問題である。その

ために前述した聴覚、触覚の活用と見やすさのほかに、フ

ロアのデザインを各階とも共通にしている。エレベータは

音声対応がされどの階かを知らせるほか、上にいくのか下

に行くのか、おりたらどちらへ曲がると案内にいくかを必

ず知らせてくれる。エレベータをおりると触覚でもわかる

ように浮き出しの案内盤が設置され自分が行きたい場所を

確認できるようになっている。この案内版はさらにロービ

ジョンにも見やすいようにコントラストを上げた表示にな

っている。さらに各部屋には人の顔よりやや低めのところ

に部屋番号と名称をコントラストを高くして浮き出し文字

でかいてあり、触っても視覚的にもわかるようになってい

る。この、部屋案内には音声装置がついていて音声を出す

スイッチのついた発信機をもって館内をあるくと必要なと

ころで音声で案内がきける仕組みになっている。照明はエ

レベータホールと通路、部屋では間接／直接照明の種類を

かえて光りの様子で現在地がわかる工夫がされている。ま

た通常、視覚障害者の施設では反響を少なくして聞きやす

くする工夫がされるが、ここではエレベータホールだけは

逆に反響がでるようにしてホールが分かるようになってい

る。また、床の素材をエレベータホール、通路、部屋でか

えて歩いていてもわかるようになっている。さらに、床は

素材と色をあわせ視覚的にもわかるように配慮している。

このように、残っている視覚、聴覚、触覚を活用していく

ためのヒントがこのビルディング全体でおこなわれてい

る。
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5.  ボランティアの参加

ライトハウスではボランティアを管理する部門を設け

て、ボランティアの要請を各部署がおこなうと登録者に連

絡をとってコーディネートしている。ボランティアはライ

トハウスで研修をうけており、ライトハウス全体の活動、

視覚障害、秘守義務について学んでいる。ライトハウスが

ボランティアに依頼する仕事はさまざまで、見学者の案内

や図書館での朗読サービス、館内の受け付けやあらゆると

ころでボランティアがはたらいている。これらのボランテ

ィアは研究機関での実験の被験者なども依頼することがで

きる。わたしは実験の被験者にこのボランティアをたのん

だが、マンハッタンという土地柄かアッパーイースト（日

本でいう山の手か）の比較的裕福で時間のあるひとが多く

ボランティアをえることは難しいことではなかった（もち

ろん、ライトハウスの社会的意義を感じての参加である

が）。会社を休職してボランティアをするというプログラ

ムでライトハウスのボランティアをやっている人がいたこ

とには、この国の社会の持つある面での余裕を感じた。

6.  われわれに示唆されること

帰国してこの原稿を書いている間にも、我が国の特殊教

育は以前にもましてより障害のある子どもの個々のニーズ

に対応した教育的支援を行う考え方に変わってきている。

各市町村が認定すれば障害のある子ども達は一般の学校で

学習することも可能になった。こうした動きをうけて通常

の学級にもさまざまな障害のある子ども達が在籍すること

が多くなってくるであろうし、障害のある子どもたちが教

育をうける場も多様になると考えられる。これらのことは、

通常学級で学習をする障害のある子どもにたいする障害に

対応したサポートの方法等もふくめて議論がされている最

中である。子ども達へのサポートの質を下げずむしろ向上

していく方向への工夫が検討されるはずである。その時に、

いまある既存の学校制度だけでなく障害に関連したさまざ

まなリソースとの協力をしていくことも一つのアイディア

ではないかと思う。ライトハウスで行われていることは、

その一つのヒントになるのではないだろうか。

IDEA において”もっとも制約の少ない教育環境を保証

すること”（ LRE; Least Restrictive Environment）として

いるアメリカでは、多くの視覚障害児が通常の学級で学習

をしている。そのような環境では教育サービスとは異なる

サービスを提供するライトハウスのような施設が担ってい

る役割は大きい。アメリカでは視覚障害に特化したロービ

ジョンティーチャーや我が国同様に特殊教育の資格をもっ

た教員が子ども達のサポートのために存在する。それらの

一方でライトハウスなどの機関でも子ども達のニーズに応

えるサービスの提供がおこなわれている。このことは、教

育と社会福祉両面において子ども達がサポートを受ける機

会を十分に増やしている。我が国の状況を考えると、例え

ば視覚障害のある子ども達の読み書きに関するサポート一

つをとっても、それぞれの視力にあった文字の大きさの検

討や読むための補助具の指導および点字指導、拡大教材や

点字教材作成、などといったことを通常の学級担任が単独

で全てサポートしていくのは困難である。また、専門的知

識と技能が要求されるようなサポートには専門家が必要と

なってくる。教育の場が多様化していく場合、その質や量

を落とさないためにもサポートを提供する場が多様になり

さまざまなところで展開されることは１つのポイントにな

る。ライトハウスが地域の教育機関と連携して行っている

サマープログラムは学校教育の枠組みをこえた活動であ

る。従って、ライトハウスインターナショナルのような日

本における社会福祉法人が母体となる機関にも、これまで

学校教育がになっていた役割の一部や新たに子ども達を主

眼においたサービスが期待されるのではないだろうか。ま

た、逆に視覚障害児を専門に対応してきた盲学校の側も、

ライトハウス のような機関のサービスの形態が一つの参

考になっていくはずである。そのためにも、教育機関はラ

イトハウスインターナショナルのようなサービスの提供を

１つの参考にしながら、一方でライトハウスインターナシ

ョナルのような既存の社会福祉施設が子どものサービスに

ついて検討できるような基盤をつくることを要請していく

必要があるのではないだろうか。

現在、我が国の視覚障害の世界では学齢期の子ども達は

主に学校教育にサポートをうけ、成人の中途視覚障害者は

社会福祉施設のサポートを受けている。行政組織や社会基

盤のちがいからライトハウスインターナショナルのような

スタイルをそのまま日本にあてはめるのは難しいことかも

しれない。だが、視覚障害という人数の少ない障害のある

子ども達に対してサポートの質を向上させながら学習の場

を多様化するには教育だけでなく他のリソース（社会福祉

資源、医療的資源）との連携・協力の強化が不可欠である。

ライトハウスインターナショナルは世界の視覚障害のあ

る人々の為に活動するいうミッションをかかげている機関

である。このミッションは、視覚障害児が必要としている

ものとはなにかを教育や福祉・医療などあらゆる観点から

検討し、その実現のためにそれぞれの機関がどのように活

動し連携していくかを再度考える機会を我々に与えるもの

ではないだろうか。
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